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買収防衛策導入状況（2007年6月）
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買収防衛策導入企業の分析（2007年6月8日現在）～6月総会では200社強が議案上程を予定～

2007年6月8日現在での買収防衛策導入企業は364社。 今年に入ってから導入企業が相次ぐ。

ほとんどの防衛策が事前警告型で（354社、97％）、そのうち株主総会で導入を決議する企業が301社に
のぼる。

取締役の恣意性排除のために委員会制度を採用する企業が増えており、全体の85％（311社）。

この6月に総会を開催する防衛策導入企業は301社あり、そのうち205社で関連議案の上程を予定している。
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事前警告型,
354社, 97%

信託型ライ
ツプラン,
10社, 3%

買収防衛策導入企業 －導入時期と種類

買収防衛策の種類（363社）

買収防衛策導入企業364社 （2007年6月8日現在。導入予定企業も含む。廃止企業は除く）

導入後、変更した場合は直近時点でのプラン内容を採用

注： ウッドワンは信託型ライツプラン、事前警告型の双方
を導入メディシノバは米国型のため集計から除外

・2007年6月8日時点での買収防衛策導入企業は364社。
（今6月の株主総会決議による導入を予定している企業を含む。導入後、廃止または非継続とした企業は除く。）
・2007年に入ってから買収防衛策を導入する企業が相次いでおり、6ヶ月で191社と、既に2006年の年間合計を超える数
の企業が導入を決定している。

・買収防衛策の種類では、大半が事前警告型（354社）であり、信託型ライツプランの導入は2006年6月以降、途絶えて
いる。

買収防衛策の導入時期（364社）

25社
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2005年 2006年 2007年（1-6
月）
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定款変更
*, 80社,
27%

宣言的決
議のみ,
221社,
73%

取締役会
決議, 53
社, 15%

株主総会
決議*,
301社,
85%

買収防衛策導入企業 －事前警告型の導入方法、総会上程議案

事前警告型の買収防衛策を導入した企業
（2007年6月8日現在。導入予定企業も含む。廃止企業は除く）

事前警告型の導入方法（354社） 株主総会での上程議案（301社）

*「定款変更」：買収防衛策に関するもの。初回導入時に定款変
更を行い、継続は宣言的決議としている企業を含む。授権枠拡
大、取締役任期変更等の間接的な防衛効果を持つものは含まな
い。

・事前警告型の買収防衛策を導入している354社のうち、導入を株主総会決議によって決定した企業は301社であり、導
入にあたって株主の承認を得ている企業が85％を占めている（初回導入は取締役決議により、その後の継続を株主総
会で決議している企業を含む）。取締役会決議による導入企業は53社、15％にすぎない。

・総会議案の内容は、過半数の賛成で可決される宣言的決議のみの企業が221社で73％を占める一方、3分の2の賛成を
必要とする特別決議となる定款変更を行っている企業は80社（27％）にとどまっている。

*「株主総会決議」：初回導入は取締役決議により、その後の継
続を株主総会で決議している企業を含む

導入後、変更した場合は直近時点でのプラン内容を採用
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委員会, 9社,
2%

取締役会（委
員会なし）, 34
社, 9%

株主総会, 28
社, 8%

取締役会（委
員会あり）, 293
社, 81%

買収防衛策導入企業 －導入、発動、委員会

対抗策発動の決定機関（364社） 買収防衛策の導入と発動の決定機関（364社）

・対抗策の発動を決定する機関は取締役会が最も多く、327社（90％）。このうち、委員会を設置している企業が大半（
293社）
であり、取締役の判断の恣意性を排除する仕組みが取り入れられている。

・導入方法と発動決定機関の状況をみると、株主総会の決議により導入したもので、発動は委員会に諮ったうえで取締

役会が

決定するスキームをとる企業が262社と、最多である。
・買収防衛策導入企業のうち、85％に当たる311社が委員会を設置しており、委員会によって取締役の独断を牽制する制
度を組み込むことは買収防衛策のスタンダードとなっている。

導入後、変更した場合は直近時点でのプラン内容を採用

導入 発動 委員会 社数
無 11社
有 30社

委員会 有 2社
無 9社
有 1社
無 23社
有 262社

委員会 有 7社
無 10社
有 9社

取締役会

取締役会

株主総会

株主総会

取締役会

株主総会

買収防衛策導入企業364社 （2007年6月8日現在。導入予定企業も含む。廃止企業は除く）
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議案なし（取締
役会決議導入）,
41社, 14%

議案なし（前年
度までに総会で
決議済）, 55社,

18%

議案あり（定款
変更）, 42社,

14%

議案あり（宣言
的決議）*, 163
社, 54%

6月総会の買収防衛策導入企業

総会議案の状況（301社）

2007年6月に定時株主総会を迎える買収防衛策導入企業 301社（2007年6月8日現在）

*「議案あり（宣言的決議）」：
前年までに定款変更を行っており、2007年総
会は継続の承認決議のみである企業含む

・この6月に定時株主総会を迎える買収防衛策導入企業は301社で、このうち関連議案を上程するのは205社ある。
・なかでも、3分の2以上の賛成票を集める必要がある定款変更を予定している企業が42社あり、防衛策の内容や株主構
成しだいで、否決の可能性をはらむ企業もあると見られる。

・この他には、取締役会決議のみによる導入が41社あり、これらの企業については、導入に反対する株主がどのような
意思表示を行うのか注目される（取締役選任の議案など）。

発表時のニュースリリースによる


